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1. 趣旨 
日本私立学校振興・共済事業団学術研究振興基金取扱規程に定めるもののほか、学術研究

振興資金（以下「資金」という。）の交付の対象となる研究分野及び研究、公募の方法並び

に採択の方法等の取扱いについては、この採択基準の定めるところによる。 

  

2. 交付の対象となる研究分野 
資金の交付対象となる研究分野は、次に掲げるものとする。 

（1） 人文・社会科学の研究 

（2） 自然科学の研究 

（3） 私学高等教育に関する研究 

 

3. 交付の対象となる研究 
資金の交付対象となる研究は、次に掲げるものとする。 

（1）私立大学等に所属する研究者が行う共同研究 

私立大学等に所属する研究者（教職員）が研究代表者を含み、二人以上で共同して行

う研究で、次の要件のすべてを満たしているものであること。 

① 研究分野について 

 (ｱ)人文・社会科学及び自然科学の研究 

人文・社会科学及び自然科学に関する独創的な研究で、交付対象年度の 4 月 1 日

現在において2年以上の研究実績があり、その成果を発表しているものであること。

ただし、研究所で行う研究にあっては、研究成果を収録した紀要等の作成により、

研究発表と見なすことができる。 

(ｲ)私学高等教育に関する研究 

私立大学等における教育研究のあり方、教育内容・方法の改善等に関する研究で、

私立大学等の特色ある教育研究の発展に寄与することを目的とするものであること。 

② 研究代表者及び研究分担者のうち一人は、原則として当該私立大学等の専任教職員で

あること。 

③ 当該研究に要する経費の全額が、当該私立大学等の支払い対象となるものであること。 

（2）若手研究者が行う研究 

私立大学等に所属する助教又はポスト・ドクターが、一人で行う研究であること。 

当研究に係る採択基準については、別に定める。 

 



4. 公募の方法 
（1）毎年度公募要領を作成し、私立大学等に送付する。 

（2）応募できる件数は、一学校につき一件とし、理事長及び学（校）長の推薦に基づくも

のとする。 

 

5. 継続採択 
資金交付の対象となった研究については、その進捗状況を勘案し、継続して採択すること

ができる。ただし、1つの研究に資金を交付する期間は、原則として3年以内とする。 

 

6. 採択の方法 
（1） 資金選考委員会において書類審査及び合議による審査を行う。 

（2） 書類審査は、①研究目的 ②研究計画 ③研究の独創性 ④研究遂行能力 ⑤研究費

の妥当性の、各項目ごとに評価し、その総和をもって総合評価とする。 

（3） 申請のあった研究について、委員の 5 点法による評価で審査し、総合評価の高いもの

から資金の交付計画額の範囲内で採択する。 

（4） 評価は下表により行う。 

評価点 内     容 

５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

特に優れているもの 
優れているもの 
良好なもの（普通程度） 
やや不満足なもの 
不満足なもの 

 

（5） (2)の⑤研究費の妥当性にかかる委員の評価が著しく低く、その研究費に妥当性、合理

性が欠けると考えられる研究については、交付額を減額調整することができる。 

（6） 資金交付申請額が少額の研究については、研究規模を考慮して、交付額を増額調整す

ることができる。 

（7） 合議による審査は、書類審査の結果をもとにして、総合的に必要な調整を行う。 

 

7. 書類審査の部門 
書類審査の部門は、次に掲げるものとする。 

(1) 人文・社会系 
(2) 理工系 
(3) 生物系 
(4) 複合領域 
(5) 私学高等教育 



8. 資金交付の対象となる経費 
資金交付の対象となる事業の経費（以下「対象経費」という。）は、次の範囲とする。 

（1） 資金交付年度に学校法人が支出する当該研究に直接に要する教育研究経費、設備の取

得費及びアルバイト賃金であること。 

（2） 研究者の給与、机・椅子等の什器の取得費及び機器備品の修繕費は除くこと。 

（3） 当該研究が科学研究費補助金等、他の公的機関から補助金を交付されている場合は、

その補助金の額を対象経費から控除すること。 

 

9. 資金交付額 
（1）資金交付額は、対象経費の2分の1以内とする。 

（2）単年度において交付する資金の総額及び一件当たりの交付限度額については、公募要

領において定める。 

 

10. 学校法人の研究費負担額  
（1） 当該研究に係る学校法人の研究費負担額は、資金交付額と同額以上とする。 

（2） 資金交付時において、資金交付額が学校法人の資金交付希望額を下回った場合におい

ても、学校法人が当初予定した研究費負担額は減額しないものとする。 

 

11. 資金交付の内定 
学術研究振興資金選考委員会における選考結果については、その採否について、すみやか

に学校法人に対して通知を行う。 

 

 

附則 

1. この採択基準は、平成16年4月1日から施行する。 

2. 日本私立学校振興・共済事業団 学術研究振興資金 交付方針（平成10年3月18日理事長裁
定）は廃止する。 

 

附則 

この採択基準は、平成19年10月18日から施行し、平成19年4月１日から適用する。 


